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岡崎市 経済振興部 商工労政課 企業立地推進班
〒444-8601 岡崎市十王町二丁目９番地
TEL : 0564-23-6287
MAIL: shoko@city.okazaki.aichi.jp

届出の手引き（詳細版）や届出書はWebで

工業専用･工業･準工業地域の緑地面積率等を しました!!

緑地⾯積率 :20％→1010％％

環境施設⾯積率:25％→1515％％

準工業地域

緑地⾯積率 :20％→ ５５％％

環境施設⾯積率:25％→1010％％

工業専用･工業地域

緑地⾯積率20％または環境施設⾯積率25％未満へ緑地面積率等を緩和する場合は『⾏動計画書』

をご提出ください。
産業振興と環境保全の調和の観点から、減少した緑地の機能代替に取り組む⾏動計画を企業が

作成し岡崎市へ提出する制度を、条例による緑地面積率等緩和にあわせて設けました。⾏動計画
の作成にあたっては、地域の周辺環境と調和するよう取り組みに関する指針があります。

公園の整備

学校・公共施設の緑化

街路樹の管理

岡崎市 工場立地法 検 索

※緑地面積：樹木が生育する区画された土地等
（樹木地、低木地、芝生地、花壇等）

※環境施設面積：環境施設は緑地を含みます。
緑地及び緑地以外の環境施設（噴水、広場、
屋外運動場等）で基準を満たしてください。

調整区域及び都市計画区域外は現状維持
(緑地⾯積率：20％,環境施設⾯積率：25％）

緩和前 緩和後

岡崎市

機能代替となる⾏動計画策定の
ための指針(取り組み策)を提供

企業

新設(変更)届出等と同時に、
⾏動計画書を提出

緑化ボランティアの支援

河川緑地の保全
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